
平成 29 年度神奈川県障害者虐待防止・権利擁護研修実施要領  

  

１  目 的  

障害者虐待防止法の円滑な施行を図るため、厚生労働省において実施した「障害者虐待防止 

・権利擁護指導者養成研修」に準拠した研修を実施することにより、県内の市町村や障害者福

祉施設等における障害者虐待防止や権利擁護の推進に寄与する人材を養成することを目的とす

る。  

  

２  研修内容  

厚生労働省が、公益社団法人日本発達障害連盟に委託して行った「平成 29 年度厚生労働省障

害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修」の伝達研修として実施する。  

研修は、「共通研修」と「コース別研修」により実施する。  

  

（１）共通研修（１日目午前）  

共通の研修として、研修のポイントを把握し、障害者虐待防止法への理解を深め、虐待事

案を考察するとともに、障害当事者の立場に立った支援を理解する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

（２）コース別研修（１日目午後と２日目）  

① 市町村障害者虐待防止センター担当職員等コース  

      市町村等の障害者虐待防止担当職員を対象に、虐待事案への対応、事実確認調査におけ

る情報収集と面接手法や警察・労働局との連携など虐待を受けた障害者に対する支援に関

する専門知識について学ぶ。 

② 障害者福祉施設等設置者・管理者コース  

      県内の障害者福祉施設及び障害福祉サービス事業所の設置者・管理者を対象に、各種の

虐待内容、障害者施設従事者等による虐待防止や従事者のメンタルヘルスについて学ぶと

ともに、施設における虐待防止体制の整備について理解を深める。  

③ 障害者虐待防止マネージャーコース  

     県内の障害者福祉施設及び障害福祉サービス事業所の虐待防止マネージャーを対象に、

各種の虐待内容、障害者施設従事者等による虐待防止や従事者のメンタルヘルスについて

学ぶとともに、施設・事業所における虐待防止研修の進め方について理解を深める。  

※ ②、③コースは、一部合同で実施  

  

３  対象者及び定員  

市町村や地域において障害者虐待の防止、権利擁護に関して指導的役割を担う者であっ

て、今後とも地域等における障害者虐待防止・権利擁護研修を担っていく者で、以下の①～

③に該当し、市町村の推薦を受けた者。  

① 市町村障害者虐待防止センター担当職員等コース （定員 30 名）  

県内市町村（政令市含む。以下、同様。）の障害者虐待相談窓口担当者または障害者虐

待防止センターを受託する相談支援事業所等の職員  

 



② 障害者福祉施設等設置者・管理者コース （定員 20 名）  

 障害者福祉施設及び障害福祉サービス事業所の設置者または管理者  

③ 障害者虐待防止マネージャーコース （定員 50 名）  

障害者福祉施設等のサービス管理責任者またはこれに準ずる職員で、所属において障

害者虐待防止・権利擁護に関する責任者・指導者の役割を担う職員  

 

※本研修の内容が各受講者の所属に確実に伝達されたことを確認するため、 ②障害者福祉施設等

設置者・管理者コースと③障害者虐待防止マネージャーコースの受講者の皆様には、所属におい

て今回の研修内容について伝達研修を実施し、結果を県に報告していただきます。（結果報告の様

式等は研修当日に配付します。）  

  

４  日 時  ※ ２日間で実施（１日目午前は共通研修、１日目午後と２日目はコース別研修）  

   ① 市町村障害者虐待防止センター担当職員等コース  

・第１日目：平成 29年 12 月 8 日(金)   ９時 45 分～17時 10 分  

・第２日目：平成 29年 12 月 12 日(火)  ９時 30 分～16時 30 分  

  

   ② 障害者福祉施設等設置者・管理者コース  

・第１日目：平成 29年 12 月 8 日(金)   ９時 45 分～16時 50 分  

・第２日目：平成 29年 12 月 18 日(月)  ９時 30 分～16時 30 分  

  

③ 障害者虐待防止マネージャーコース  

・第１日目：平成 29年 12 月 8 日(金)   ９時 45 分～16時 50 分  

・第２日目：平成 29年 12 月 18 日(月)  ９時 30 分～16時 30 分 

 

※受付は 1日目、２日目ともに午前 9時より開始いたします。 

  

5   会 場  

神奈川県平塚合同庁舎（〒254-0073 平塚市西八幡１－３－１） ５階・会議室  

  

6  カリキュラム  

別紙 カリキュラム案のとおり 

＜講師の都合等により変更になる場合があります。＞  

  

7  受講料  無料  

 



８  受講申込み  

障害福祉サービス事業所等の所属長は、受講希望者について別添「平成 29 年度神奈川県障

害者虐待防止・権利擁護研修受講申込書（受講申込用紙）」により、事業所所在地の市町村障

害福祉主管課長あてに郵送によりお申込みください。  

なお、同一所属から複数名の受講を希望する場合は、所属内での優先順位を受講申込書の

「所属内優先順位」の欄に記入してください。  

  

９  申込み期限   

平成 29 年 10 月 20 日（金）（市町村障害福祉主管課必着）  

  

＊市町村ご担当の方へ  

各市町村は、対象者ごとに優先順位をつけて、特定非営利活動法人 神奈川県障害者自立

生活支援センターに 10 月 31 日（火）までに郵送によりお申し込みください。  

 ※ 申込者がいない場合はその旨電話やメールで御連絡ください。  

〒243-0035 厚木市愛甲１－７－６  

特定非営利活動法人 神奈川県障害者自立生活支援センター 鈴木・小杉 

電 話：046－247－7503   FAX： 046－247－7508  

E メール : info@kilc.org  

  

10  受講者の決定  

受講者は、市町村主管課長の推薦に基づき決定し、特定非営利活動法人 神奈川県障害者

自立生活支援センターより各所属長宛に 11 月 10 日（金）頃までに通知します。  

  

11  修了証書  

研修の全課程を修了した方に修了証書を交付します。  

なお、研修修了者については、神奈川県保健福祉局福祉部障害福祉課において、氏名、所

属及び連絡先等を記載した名簿を管理します。  

また、名簿は県・市町村・県障害者権利擁護センターで共有します。  

  

12  実施主体 

神奈川県（委託先：特定非営利活動法人 神奈川県障害者自立生活支援センター）  

  

13  その他  

(1) 受講に当たって、手話通訳、点訳教材等を必要とする方は、受講申込書の所定欄に記載し

て下さい。 

(2) 特定の駐車場はありませんので、来場の際は、公共交通機関を利用して下さい。 

(3) 会場内に職員食堂があります。また、会議室内での昼食も可能です。  

  



14  問合せ先  

特定非営利活動法人 神奈川県障害者自立生活支援センター 鈴木・小杉 

電 話：046－247－7503   FAX ：046－247－7508   

E メール：info@kilc.org  

 

【会場案内図】  

〈交通〉JR 平塚駅・徒歩

約２０分                   

  

※注： 県平塚保健福祉事務所では  

ありません。ご注意ください。  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      



平成 29年度 神奈川県障害者虐待防止・権利擁護研修受講申込書 

 

平成 29年  月  日 

市町村障害福祉主管課長 殿 

 

                 事業所番号              （※指定事業所の場合） 

                 所属名称                       

                 所属長名                       

                 所在地 〒                       

                 Tel            Fax            

 

標記研修の受講者として、次の者を推薦します。 

 ※同一所属で複数の方を推薦する場合、必ず優先順位を記載してください。 

 

 

※収集した個人情報は利用目的の範囲内で適正に取り扱います。 
 

市町村記入欄 

 

希望コース 

(受講対象) 

 

 
① 市町村障害者虐待防止センター担当職員等コース 

（市町村障害者虐待防止担当職員、障害者虐待防止センター受託事業所の相談員） 

 
② 障害者福祉施設等設置者・管理者コース 

（設置者・管理者） ※設置者（法人代表者）または管理者に限る。 

 
③ 障害者虐待防止マネージャーコース 

（サービス管理責任者またはこれに準ずる者） 

受講者氏名 
ふりがな 

                             昭和 ・平成   年  月  日生   歳 

所 属 等  

所属種別 

１ 市町村 

２ 障害者虐待防止センター受託者 

３ 指定障害者支援施設、指定障害福祉サービス事業所 

４ その他（                               ） 

所属名称  

役 職  

住 所 〒 

電 話       （     ） 

施設等の主たる対象者 １ 特定無し  ２ 身体障害  ３ 知的障害  ４ 精神障害  ５ 障害児 

障害福祉支援業務の経験年数       年     ヶ月  

雇 用 形 態 １ 常 勤      ２ 非常勤 （勤務形態：      ／週） 

身体障害等により受講に

際して配慮する必要のあ

る事項 

１．車椅子の使用 あり なし ５．手話通訳者 あリ なし 

２．補助犬の同伴 あり なし ６．要約筆記者 あり なし 

３．点字教材 あり なし ７．身障者用駐車場 あり なし 

４．拡大文字資料 あり なし ８．その他（                   ） 

対象者の別 優先順位 

① 市町村虐防センター職員等   

② 設置者・管理者  

③ マネージャー（サビ管等）  

（該当する項目○を付け、記入欄には記入してください。） 
所属内優先順位（※）  



別紙 
 
市町村連絡先一覧             
「障害者福祉施設等設置者・管理者コース」「障害者虐待防止マネージャーコース」を受講希望の方

は施設・事業所所在地の市町村の担当課にお申し込みください。 

市町村名 担当課名 郵便番号 住 所 電  話 Ｆ Ａ Ｘ 

横浜市 障害企画課 231-0021 
横浜市中区日本大通 18 

ＫＲＣビル６階 
045-671-3603 045-671-3566 

川崎市 障害計画課 210-8577 川崎市川崎区宮本町 1 番地 044-200-2654 044-200-3932 

相模原市 障害政策課 252-5277 相模原市中央区中央 2-11-15 042-707-7055 042-759-4395 

横須賀市 障害福祉課 238-8550 横須賀市小川町 11 046-822-8249 046-825-6040 

平塚市 障がい福祉課 254-8686 平塚市浅間町 9 番 1 号 0463-21-8774 0463-21-1213 

鎌倉市 障害者福祉課 248-8686 鎌倉市御成町 18 番 10 号 0467-61-3975 0467-25-1443 

藤沢市 障がい福祉課 251-8601 藤沢市朝日町 1 番地の 1 0466-50-3528 0466-25-7822 

小田原市 障がい福祉課 250-8555 小田原市荻窪 300 番地 0465-33-1467 0465-33-1317 

茅ヶ崎市 障害福祉課 253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎 1-1-1 0467-82-1111 0467-82-5157 

逗子市 障がい福祉課 249-8686 逗子市逗子 5-2-16 046-872-8114 046-873-4520 

三浦市 福祉課 238-0298 三浦市城山町 1-1 046-882-1111 046-881-0148 

秦野市 障害福祉課 257-8501 秦野市桜町 1-3-2 0463-82-7616 0463-82-8020 

厚木市 障がい福祉課 243-8511 厚木市中町 3-17-17 046-225-2221 046-224-0229 

大和市 障がい福祉課 242-0004 大和市鶴間 1-31-7 046-260-5665 046-262-0999 

伊勢原市 障害福祉課 259-1188 伊勢原市田中 348 番地 0463-94-4711 0463-95-7612 

海老名市 障がい福祉課 243-0492 海老名市勝瀬 175-1 046-235-4812 046-233-5731 

座間市 障がい福祉課 252-8566 座間市緑ヶ丘 1-1-1 046-252-7132 046-252-7043 

南足柄市 福祉課 250-0192 南足柄市関本 440 0465-73-8047 0465-74-0545 

綾瀬市 障がい福祉課 252-1192 綾瀬市早川 550 0467-70-5623 0467-70-5702 

葉山町 福祉課 240-0192 葉山町堀内 2135 046-876-1111 046-876-1717 

寒川町 福祉課 253-0196 寒川町宮山 165 番地 0467-74-1111 0467-74-5613 

大磯町 福祉課 259-0111 大磯町国府本郷 1196 0463-73-4530 0463-73-1285 

二宮町 福祉保険課 259-0196 二宮町二宮 961 番地 0463-71-3311 0463-73-0134 

中井町 福祉課 259-0197 中井町比奈窪 56 0465-81-5548 0465-81-5657 

大井町 介護福祉課 258-8501 大井町金子 1995 番地 0465-83-8011 0465-83-8016 

松田町 福祉課 258-8585 松田町松田惣領 2037 0465-83-1226 0465-83-1229 

山北町 福祉課 258-0195 山北町山北 1301-4 0465-75-3644 0465-79-2171 

開成町 福祉課 258-8502 開成町延沢 773 0465-84-0316 0465-85-3433 

箱根町 健康福祉課 250-0398 箱根町湯本 256 番地 0460-85-7790 0460-85-8124 

真鶴町 健康福祉課 259-0202 真鶴町岩 244 番地の 1 0465-68-1131 0465-68-5119 

湯河原町 社会福祉課 259-0392 湯河原町中央二丁目 2 番地の 1 0465-63-2111 0465-63-2940 

愛川町 福祉支援課 243-0392 愛川町角田 251-1 046-285-2111 046-285-6010 

清川村 保健福祉課 243-0195 清川村煤ヶ谷 2216 番地 046-288-3861 046-288-2025 

 



日 時　間 （分） 方法

9:45～9:50 5

9:50～10:00 10

10:00～11:00 60 講義

11:00～11:10 10

11:10～12:20 70 講義

12:20～13:20 60

13:20～14:40 80 講義

14:40～14:50 10

14:50～15:50 60 講義

15:50～16:00 10

 
16:00～17:10 70 講義

9:30～10:50 80
 

講義

10:50～11:00 10

11:00～12:00 60 講義

12:00～13:00 60

13:00～14:30 90
 

講義

14:30～14:40 10

14:40～16:10 90 演習

16:10～16:15 5

16:15～16:30 15

平成29年度神奈川県障害者虐待防止・権利擁護研修　カリキュラム　　（市町村担当職員等コース）

2
日
目
・
12
月
12
日

(火）

１
日
目
・
12
月
8
日
(金)

休  憩

午
　
前

休　憩（ 昼　食 ）

午
　
後

休  憩

休　憩
午
　
前

午
　
後

休  憩

休　憩

休　憩（ 昼　食 ）

修了証交付準備

修了証交付・閉会あいさつ

科　目

オリエンテーション

開会挨拶・研修趣旨説明

障害者虐待防止法の理解と虐待事案について

当事者・家族の声を聴く

事実確認調査における情報収集と面接手法

成年後見制度等の活用の必要性

養護者による虐待事案への対応と支援及び保護・分離

神奈川県警及神奈川労働局との連携

障害者福祉施設従事者による虐待通報への事実確認調査のポイント

検証に堪えうる記録の書き方

事実確認調査における情報収集と面接手法（講義）



日 時　間 （分） 方法

9:45～9:50 5

9:50～10:00 10

10:00～11:00 60 講義

11:00～11:10 10

11:10～12:20 70 講義

12:20～13:20 60

13:20～14:20 60 講義

14:20～14:30 10

14:30～15:30 60 講義

15:30～15:40 10

 
15:40～16:50 70 講義

9:30～10:40 70
 

講義

10:40～10:50 10

10:50～12:00 70 講義

12:00～13:00 60

13:00～14:30 90
講義

14:30～14:40 10

14:40～16:10 90 演習

16:10～16:15 5

16:15～16:30 15

平成29年度神奈川県障害者虐待防止・権利擁護研修　カリキュラム　　（設置者・管理者コース）

１
日
目
・
12
月
8
日
(金)

午
　
前

休  憩

休　憩（ 昼　食 ）

午
　
後

休  憩

休  憩

オリエンテーション

開会挨拶・研修趣旨説明

障害者虐待防止法の理解と虐待事案について

当事者・家族の声を聴く

経済的虐待、放棄・放置の防止

性的虐待及び心理的虐待の防止

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待防止について

科　目

2
日
目
・
12
月
18
日

(月）

午
　
前

休　憩

休　憩（ 昼　食 ）

午
　
後

休　憩

修了証交付準備

修了証交付・閉会あいさつ

職員のメンタルヘルス（アンガーコントロールを含む）

施設・事業所における虐待防止体制の整備

施設・事業所における虐待防止体制の整備

身体的虐待の防止及び身体拘束・行動制限の廃止



日 時　間 （分） 方法

9:45～9:50 5

9:50～10:00 10

10:00～11:00 60 講義

11:00～11:10 10

11:10～12:20 70 講義

12:20～13:20 60

13:20～14:20 60 講義

14:20～14:30 10

14:30～15:30 60 講義

15:30～15:40 10

15:40～16:50
70 講義

9:30～10:40 70
 

講義

10:40～10:50 10

10:50～12:00 70 講義

12:00～13:00 60

13:00～14:30 90
 

講義

14:30～14:40 10

14:40～16:10 90 演習

16:10～16:15 5

16:20～16:30 10

2
日
目
・
12
月
18
日

(月）

午
　
前

休　憩

休　憩（ 昼　食 ）

午
　
後

休　憩

修了証交付準備

修了証交付・閉会あいさつ

身体的虐待の防止及び身体拘束・行動制限の廃止

施設・事業所における虐待防止研修の進め方

施設・事業所における虐待防止研修の進め方

職員のメンタルヘルス（アンガーコントロールを含む）

平成29年度神奈川県障害者虐待防止・権利擁護研修　カリキュラム　　（マネージャーコース）

１
日
目
・
12
月
8
日
(金)

午
　
前

休  憩

休　憩（ 昼　食 ）

午
　
後

休  憩

休  憩

科　目

オリエンテーション

開会挨拶・研修趣旨説明

障害者虐待防止法の理解と虐待事案について

当事者・家族の声を聴く

経済的虐待、放棄・放置の防止

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待防止について

性的虐待及び心理的虐待の防止


